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天神ビッグバンなど100年に一度といわれる大規模開発が行われている福岡、

半導体世界大手の台湾TSMCによる工場進出で沸く熊本など、

九州は、近年ビジネスの話題に事欠かない経済エリアです。

91-

KITAHAMA-fLus 

装いを新たにしたKITAHAMA PLUS。

今号では、九州リーガルトレンド～福岡事務所特集をお届けします。

福岡事務所はこの地で早18周年。

今では九州一円をカバーする法律事務所に成長しました。

現地で日々、企業法務を支える弁護士たちの生の声を

お楽しみください。
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弁護士法人北浜法律事務所代表

北浜グループ CEO
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九州 LEGALTREND by福岡事務所

す
が
、
複
雑
な
仕
組
み
を
用
い
た
フ
ァ
イ
ナ

士
と
し
て
関
与
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
私
も
い
く
つ
か
の
再
開
発
案
件
に
弁
護

ビ
ル
の
建
て
替
わ
り
が
実
現
し
つ
つ
あ
り
ま

び
博
多
コ
ネ
ク
テ
ィ
ッ
ド
に
よ
り
、
多
く
の

佐
野
福
岡
市
で
は
、
天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
及

感
は
あ
り
ま
す
か

先
生
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
業
務
を
通
じ
た
実

な
出
来
事
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
佐
野

敷地健康弁護士
福岡市出身。九州・沖縄地区を中心に、会社法、M&A、

コンプライアンス指導｀ IPO支援を中心とした企業
法務を取り扱い、訴訟・交渉案件にも対応する。金融

機関のほか、製造業、小売業、不動産業、情報通信業、

運送業、ホテル・飲食業、人材派造業など幅広い業種
で実績を有する。上場会社、IPO準備会社の社外役員

のほか、地方自治体の外部有識者委員を務める。

佐野俊明弁護±
金融機関での実務経験を活かし、ファイナンス分野
（特に、不動産ノンリコ＿スロ＿ン、再生可能エネル

ギー、 PFIなどのプロジェクトファイナンス）を中心

的に取り扱う。また、組織再網やM&Aにおける法務

デュ＿デリジェンス、私的整理・法的整理による事

業再生案件の取扱いも多い。近時はスタートアップ

支援にも注力している。

堀内雅臣弁護士
東京郡内の弁護士事務所で勤務し、2022年2月より福闘事務所に入

所した。これまで、M&Aや企業法務全般、紛争案件に幅広く従事し
てきた。特にM&A案件（株式譲渡、事業譲渡、会社分割等）を得意と

し、日本政策投資銀行の企業戦略部に3年間出向し、弁護士として
だけでなく、フィナンシャルアドバイザーとしても多くの案件を

担当した。M&A案件を含む全ての築件において、お客様との信頓

関係の構築を重視し、常に頼っていただける存在を目指している。

県
へ
の
進
出
な
ど
、
経
済
的
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

案
件
に
関
与
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
全
国

湾
の
半
導
体
製
造
企
業

T
S
M
C

の
熊
本

も
、
九
州
エ
リ
ア
を
中
心
に
多
く
の

M
&
A

で
は
、
天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
本
格
化
や
、
台

し
た
が
、
当
福
岡
事
務
所
に
移
籍
し
て
以
降

堀
内

ど
出
向
す
る
な
ど

M
&
A

に
注
力
し
て
き
ま

A

ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
部
門
に
も
合
計
3

年
ほ

分
野
で
あ
れ
ば
幅
広
く
対
応
で
き
る
体
制
と
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瓢
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ス
タ
ー
ト
し
、

日
本
政
策
投
資
銀
行
の

M
&

性
を
磨
い
て
お
り
、
企
業
法
務
に
関
連
す
る

業
法
務
系
の
法
律
事
務
所
か
ら
キ
ャ
リ
ア
を

ら
の
得
意
分
野
を
見
つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門

ま
す
。
敷
地
先
生
は
、
地
域
経
済
の
動
き
を

献
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

件
を
多
く
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
東
京
の
企

敷
地
福
岡
事
務
所
で
は
、
各
弁
護
士
が
自

の
目
的
と
し
た

M
&
A
も
多
い
よ
う
に
思
い

連
し
て
き
ま
す
が
、
私
は

M
&
A
分
野
の
案

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

い
う
課
題
が
あ
る
た
め
、
人
材
確
保
を
一
っ

ま
す
。

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
や
再
生
案
件
と
も
関

に
、
様
々
な
業
種
で
慢
性
的
な
人
手
不
足
と

ら
れ
て
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

C

こ

常
に
求
め
ら
れ
て
い
る
領
域
だ
と
感
じ
て
い

も
増
え
て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
特

福
岡
事
務
所
は
地
域
の
多
く
の
皆
様
に
支
え

の
広
い
視
野
や
、
新
し
い
法
分
野
の
知
見
が

州
は
、
地
域
や
人
的
関
係
を
重
ん
じ
る
企
業

が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
買
手
と
売
手
・
従

業
員
が
信
頼
関
係
を
構
築
で
き
る
か
と
い
う

ソ
フ
ト
な
側
面
も
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
ね
。

さ
て
、
最
近
の
福
岡
・
九
州
エ
リ
ア

ン
ス
案
件
も
あ
り
、
金
融
機
関
の
担
当
者
の

れ
ま
で
の
恩
返
し
も
含
め
、
更
な
る
地
域
の

発
展
に
向
け
、
法
的
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
た
貢

を
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
開
設
以
米
、

を
担
当
し
て
お
り
ま
す
が
、
弁
護
士
と
し
て

九
州
エ
リ
ア
の
経
済
活
性
化
や
、

か
ら
の
回
復
を
契
機
と
し
て
、

M
&
A
案
件

コ
ロ
ナ
禍

の
業
務
も
地
域
経
済
に
密
着
し
て
い
る
こ
と

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
で
一
緒
に
事
件

う
ケ
ー
ス
に
多
数
携
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
九

に
携
わ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね

ご
相
談
も
多
く
お
受
け
し
て
お
り
、
私
た
ち

堀
内
私
も
、
佐
野
先
生
と
は
事
業
再
生
や

フ
ァ
ン
ド
に
会
社
・
事
業
を
承
継
す
る
と
い

堀
内
ま
さ
に
地
域
経
済
に
連
動
し
た
案
件

目
を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
関
連
す
る

く
な
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
で
す

に
、
M
&
A
と
い
う
手
段
で
、
同
業
他
社
や

常
に
や
り
が
い
を
感
じ
て
お
り
ま
す

な
ど
、
九
州
を
巡
る
経
済
情
勢
の
変
化
に
は

ン
ス
の
仕
組
み
で
資
金
調
達
す
る
こ
と
が
多

が
、
親
族
や
社
内
に
後
継
者
が
い
な
い
場
合

ル
タ
イ
ム
で
関
与
で
き
て
い
る
こ
と
に
、
非

進
出
に
よ
る
周
辺
へ
の
経
済
的
効
果
の
波
及

備
の
設
置
な
ど
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ

な
技
術
や
人
材
を
有
し
て
い
る
地
場
の
企
業

げ
つ
つ
あ
る
福
岡
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
リ
ア

福
岡
市
の
発
展
ぶ
り
や
、

T
S
M
C

の
熊
本

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
す
る
発
電
設

業
承
継
に
関
連
す
る
M
&
A
が
多
く
、
貴
重

り
こ
み
を
行
い
ま
し
た
。
急
速
に
変
貌
を
遂

敷
地
天
神
ビ
ッ
グ
バ
ン
な
ど
こ
こ
数
年
の

フ
ィ
ス
ビ
ル
等
の
開
発
や
公
共
施
設
の
整
備
、

的
な
傾
向
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
最
近
は
事

ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
か
。

お
客
様
は
福
岡
事
務
所
で

2
0社
を
超
え
る
よ

お
り
ま
す
。
九
州
エ
リ
ア
に
お
い
て
も
、
オ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
取
り
扱
っ
て

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
案
件
な
ど
様
々
な
プ

ま
た
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
関
連
で
は
、
不
動
産

一
般
的
な
企
業
法
務
の
ほ
か

I
P
o

支
援

総
合
力
が
試
さ
れ
る
分
野
と
思
っ
て
い
ま
す
。

機
関
や
監
査
法
人
等
と
の
つ
な
が
り
も
あ
り

北
浜
法
律
事
務
所
福
岡
事
務
所
は
、

今
年
で
開
設
か
ら

1
9年
目
と
な
り
ま
す
が
、

開
設
以
来
、
企
業
に
纏
わ
る
各
種
相
談
、

M

&
A

、

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
、

I
P
o

支
援
な
ど
、

い
わ
ゆ
る
企
業
法
務
分
野
を
多
く
取
り
扱
っ

て
き
ま
し
た
。
現
在
、
九
州
エ
リ
ア
の
企
業

業
務
を
取
り
扱
っ
て
き
ま
し
た
か
。

し
た
。
福
岡
・
九
州
の
よ
う
な
地
方
に
あ
っ

て
も
、
規
模
が
大
き
く
専
門
性
が
高
い
案
件

り
ま
し
た
。
当
初
は
、
他
拠
点
の
サ
ポ
ー
ト

を
多
く
受
け
ま
し
た
が
、
現
在
の
福
岡
事
務

っ
て
も
福
岡
事
務
所
だ
け
で
対
応
で
き
る
ケ

ー
ス
が
増
え
て
い
ま
す
。
私
自
身
は
、
金
融

や
、
地
場
の
上
場
会
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
案

件
を
多
く
取
り
扱
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
に
福
岡
市
を
中
心
に
8

社
の
I
P
O

に
関

与
し
、
ま
た
、
上
場
会
社
や
そ
の
子
会
社
の

皆
様
と
何
度
も
協
議
を
重
ね
て
契
約
害
の
作

係
者
が
多
岐
に
わ
た
り

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
調
整
す
べ
き
利
害
関

で
、
大
型
案
件
や
専
門
性
が
高
い
案
件
で
あ

り
難
し
け
れ
ば
、
民
事
再
生
手
続
を
活
用
す

所
は
1
2人
の
弁
護
士
が
在
籍
し
て
い
ま
す
の

基
本
線
と
し
つ
つ
も
、
資
金
繰
り
な
ど
に
よ

点
か
ら
、
私
的
整
理
手
続
で
進
め
る
こ
と
を

業
価
値
の
毀
損
を
可
能
な
限
り
防
止
す
る
観

を
福
岡
事
務
所
で
受
任
で
き
る
強
み
が
あ

と
が
多
い
で
す
。
事
業
再
生
案
件
で
は
、
事

や
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
関
連
の
案
件
に
携
わ
る
こ

福
岡
事
務
所
に
移
籍
後
も
、
事
業
再
生
関
連

そ
の
利
点
を
活
か
し
た
業
務
を
行
っ
て
き
ま

の
先
駆
け
で
し
た
の
で
、
開
設
当
初
か
ら

に
な
っ
た
後
は
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
案
件
の
実
務

点
が
あ
る
法
律
事
務
所
と
し
て
は
、
福
岡
で

士
に
な
る
前
は
事
業
再
生
案
件
の
、
弁
護
士

敷
地
福
岡
事
務
所
は
、
東
京
や
大
阪
に
拠

佐
野
私
は
、
金
融
業
界
に
お
い
て
、
弁
護

が
多
い
で
し
ょ
う
か

先
生
は
、
こ
れ
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
案
件

当
初
は
唯
一
の
常
駐
弁
護
士
で
あ
っ
た
敷
地

様
々
な
ご
依
頼
を
頂
戴
し
て
い
ま
す
。
開
設

堀
内
敷
地
先
生
を
中
心
に
、
企
業
法
務
の

を
中
心
と
す
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
皆
様
か
ら

ま
す
務
所
の
総
合
力
が
増
し
て
き
た
と
感
じ
て
い

お
い
て
弁
護
士
が
活
躍
し
て
お
り
、
福
岡
事

堀
内

う
に
な
り
ま
し
た
。
中
小
企
業
や
中
堅
企
業

の
お
客
様
も
増
え
て
い
ま
す
。
他
に
も
、

M

&
A

、

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
案
件
、
建
築
・
不
動

産
案
件
、
労
務
案
件
な
ど
、
各
専
門
分
野
に

各
分
野
の
専
門
性
を
高
め
て
き
た
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。
佐
野
先
生
は
ど
の
よ
う
な
分
野

経
験
を
そ
れ
ぞ
れ
積
ん
で
き
た
関
係
で
、
当

一
方
で
ス
ピ
ー
ド

感
も
求
め
ら
れ
る
た
め
、
弁
護
士
と
し
て
の

ノ
ン
リ
コ
ー
ス
ロ
ー
ン
案
件
、

P
F
I

案
件
、



っ
た
後
継
者
不
在
は
廃
業
理
由
の
約
3

割
を

占
め
て
お
り
※
3

、
事
業
承
継
の
ニ
ー
ズ
は
依

然
と
し
て
高
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

事
業
承
継
は
、
承
継
先
に
よ
っ
て
、
親
族

「
適
当
な
後
継
者
が
見
つ
か
ら
な
い
」
と
い

が
整
っ
て
お
り
ま
す
。

を
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
軽
く
カ
バ
ー
で
き
る
体
制

が
い
な
い
」
「
子
ど
も
に
継
ぐ
意
思
が
な
い
」

全
国
の
後
継
者
不
在
率
は

2
0
1
8

年
か

ら
改
善
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
※
2

、
「
子
ど
も

す
る
弁
護
士
が
在
籍
し
て
お
り
、
九
州
一
円

福
岡
事
務
所
で
は
、
事
業
承
継
を
専
門
と

る
こ
と
も
多
い
で
す
。

ま
す
。

と
で
信
頼
関
係
を
う
ま
く
築
く
こ
と
が
で
き

営
者
の
方
は
、
実
際
に
会
っ
て
話
を
す
る
こ

福
岡
事
務
所
の
事
業
承
継
。

と
し
た
企
業
は
1
4
.
6

万
社
（
全
国
の
後

継
者
不
在
率

5
3
.
9
%
)
に
上
り
ま
す
※
ー
。

分
県

(
6
2
.
9
%
)、長
崎
県
(
5
9
.
6
%
)

、

沖
縄
県

(
6
6
.
4
%
)が
全
国
平
均
を
上

回
っ
て
お
り
、
深
刻
な
状
況
と
な
っ
て
お
り

す
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
九
州
の
経

ど
、
幅
広
い
知
識
と
経
験
が
必
要
と
な
り
ま

九
州
で
は
、
福
岡
県

(
5
7
9
%
)、
大

社
外
へ
の
承
継
で
あ
れ
ば
M
&
A
の
検
討
な

キ
ー
ム
構
築
や
代
表
者
保
証
の
承
継
の
要
否
、

や
信
託
の
可
否
、
従
業
員
承
継
で
あ
れ
ば
ス

後
継
者
が
「
い
な
い
」
、
ま
た
は
「
未
定
」

親
族
内
承
継
で
あ
れ
ぱ
相
続
問
題
の
検
討

2
7万
社
を
対
象
に
実
施
し
た
調
資
に
よ
る
と

内
承
継
、
従
業
員
承
継
、
M
&
A

（
社
外
へ
の

承
継
）
に
大
別
さ
れ
ま
す
。

※ l 株式会社帝固データバンク r特別企画：全国「後継者不在率」動向調査(2023) 」 https://www.tdb.eo,jp/ceport/waにbing/pcess/pdf/p231108.pdf

※2 中小企業白き2024117頁 ※3 中小企業庁HPr事業承継を知る」 htlJ)s;//www.chushometi.go.jp/,aimu/shookei/know_business_succession.html 

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
が
全
国
・
全
業
種
約

親
族
内
承
継
も
従
業
員
承
継
も

社
外
承
継
も
、

幅
広
い
知
識
と
経
験
が
必
要

九
州

l
円
を
カ
バ
ー
す
る
、

川渕春花弁護士
福岡市出身。福岡県立福岡高等学校、九州大学
卒。九州大学法科大学院修了。訴訟対応及び法 Profi|e 
律相談の法務から、事業承継、 M&A、事業再生、

ベンチャー企業の資金調達、不正調査など、幅

広く案件を担当している。

Haruka Kawabuchi 
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ビジネスパーソンの休憩時間

九州と鶏の生食文化

法務 Troubleshooti ng

九州経済の国際化とCISG

··••······································ 

1 I 九州経済の国際化
..................................................................................................................................................、

九州の域内総生産額は約48兆円（令和元年度）であり、オーストリア（世界29位）と同等の経済規模
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

を有しています（経済産業省・九州経済産業局「九州のビジネス•投資環境ー主要産業、経済・貿易データ
................................................................................................................ 

-」 (2023年3月更新））。九州においては、広い土地、清廉な水等を背景に、半導体関連産業や自動車
................................................................................................................ 

産業が主要産業となっており、それらの産業を中心として輸出額も増加傾向です。
........................................................................................................... 

実際に九州の企業を当事者とする係争事案でも問題となることがありますが、上記のような産業に関
................................................................................................................ 

する各種物品の輸出人に関しては、国際物品売買契約に関する国際連合条約（ウィーン売買条約。
........................................................................................................... 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods。以下「CISG」と
................................................................................................................ 

いいます。）の適用に注意する必要があります。
...................................... 
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松嶋秀真郎弁護士の

オススメ

グルメ

九州以外の土地で、鶏の生食は珍しいと聞きます。九州では、鶏

刺しやタタキといった鶏の生食文化が身近にあり、生の鶏に目

がない私自身、事務所の近くのスーパーで鶏タタキと塩むすび

を買って昼食を取るということがよくあります。また妻の実家

がある宮崎県は、鶏刺しが郷土料理として深く根付いており、

帰省する度に欠かさず鶏刺しと鶏タタキを嗜みます。柔らかい

若鶏も良いのですが、私は歯応えがあり鶏本来の味も強い親鶏

が好みです。ニンニク、生姜、葱といった薬味に九州特有の甘い

醤油やタレを合わせれば、箸が止まらない逸品の完成です。

松嶋秀真郎弁護士
Hidemaro Matsushima 
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2 I CISGの適用に関する留意点
........................................................................................................... 

CISGは 1988年1 月 1 日に発効した条約で、 2024年8月 1 日現在、日本 (2008年加盟）を含む97か国が
.......................................................................................................... 

加盟しており、異なる加盟国に営業所を有する事業者間の物品売買契約等に適用されます。
..................................................... 

CISGは少なからず日本法とも共通する内容を含むものの、要件や効果には当然ながら差異が存在し
................................................................................................................ 

ます。また、 CISGの解釈や適用結果を検討するにあたっては、日本法に係る裁判例ではなく、 CISG を
................................................................................................................ 

遮用した裁判例や仲裁例を参照する必要がありますが、 CISGに係る紛争の法廷地は様々であり、その
........................................................................................................... 

評価や先例的価値の判断は容易ではありません。そのため、契約に基づくリスクをコントロールする観
................................................................................................................ 

点からは、契約上でCISGの適用を明示的に排除することも検討されるべきと考えます。
........................................................................................................... 

なお、当事者間の合意により CISGの適用を排除することは（一部の条項を除き）可能ではあるもの
................................................................................................................ 

の (CISG第6条）、「準拠法は H本法とする。」等の簡素な規定だけでは、一般にCISGの適用は排除さ
................................................................................................................ 

れないと解されています。 CISGの適用を確実に排除する観点からは、明確にCISGの道用を排除する

旨規定することが重要ですので、国際的な物品売買を実施される際にはご留意ください。
.................................................................... 

高倉慎二弁護士
福岡市出身。福岡県立筑紫丘高校、九州大学卒。分野

を問わず訴訟・交渉案件を多数担当するほか、エネ
ルギー分野や飲食・ホテル業に関わる法律相談、各

種契約書（和文・英文）のレピュー、破産・再生案件、

税務調査対応等に幅広く関与している。近時は九州

に拠点を構える企業による国際的な取引のサポー
トにも注力している。

Shinji Takakura 
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